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R7.10.16＿嘉麻市の国民健康保険の運営に関する協議会



各保険者の比較
医療保険に関する基礎資料 （厚労省HPより）
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かかった医療費のうち、
自己負担分以外の費用
は、加入している保険者
が負担します
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嘉麻市国保の現状

被保険者数は年々減少傾向となっています。

団塊の世代（S22～S24生）の後期高齢者医
療への移行は、被保険者の減少に大きく影響
しています。

被保険者数の減少に伴い、医療費総額は減少
しています。
一方、１人あたりの医療費は、年々増加してい
ます。

要因として、
・６５歳から７４歳の前期高齢者が占める割合
が４５％以上と高いこと
・入院医療費が全体を押し上げていること
などが挙げられます。

【被保険者数の推移】

【総医療費の推移】
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【国民健康保険税の収納状況】

【国民健康保険税 歳入調定額の推移】

令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度平成31年度

624,450,500658,229,000716,049,400719,753,500732,626,900746,101,900国民健康保険税額 （円）

431,820,631450,544,100492,536,100494,911,900502,679,400510,611,200医療給付費分（
内
訳
） 157,519,669174,580,500188,365,200189,546,100193,086,900196,169,100後期高齢者支援金

35,110,20033,104,40035,148,10035,295,50036,860,60039,321,600介護納付金分

7,8628,3538,8959,2789,4489,723被保険者数（年度平均）

79,42678,80280,50077,57677,54376,736被保険者1人あたり
国民健康保険税（円）
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【嘉麻市の国民健康保険税率の推移】

平成24年度
～令和５年度

令和７年度の税率
（令和６年度～）

税率税率（増減）

➀医療分

8.5%8.5%（－）ア 所得割（所得金額×税率）

20,000円23,000円（＋3,000円）イ 均等割（１人あたり）

23,000円26,500円（＋3,500円）ウ 平等割（１世帯当たり）

30％廃止エ 資産割（固定資産に応ず）

➁後期高齢者支援金分

3.5%3.5%（－）ア 所得割（所得金額×税率）

6,500円7,500円（＋1,000円）イ 均等割（１人あたり）

6,500円7,500円（＋1,000円）ウ 平等割（１世帯当たり）

20％廃止エ 資産割（固定資産に応ず）

③介護納付金分（40歳～64歳）

1.5%1.5%（－）ア 所得割（所得金額×税率）

10,500円12,000円（＋1,500円）イ 均等割（１人あたり）

➀医療分 ：市国保が負担する医療費等の財源となる部分 （県への納付金の「医療分」の財源となる部分
➁後期高齢者支援金分：75歳以上が加入する後期高齢者医療制度への支援金（県への納付金の「後期高齢者支援金分」の財源となる部分）
③介護納付金 ：40歳～64歳の介護保険料に相当 （県への納付金の「介護納付金分」の財源となる部分）

令和7年度

税率

➀医療分
7.01%

26,452円
26,542円

➁後期高齢者支援金分

2.83%
10,560円
10,596円

③介護納付金分

2.46%

11,248円

（平等割）8,618円

【参考：嘉麻市の標準保険料率※】

※標準保険料率とは・・

国民健康保険法の規定により、
市町村ごとの保険税率の標準的
な水準を表す数値として、県内
統一の基準に基づいて県が算定
する値

【目的】
➀あるべき保険税率の

見える化を図る

➁各市町村が具体的に目指すべき、
直接参考にできる値を示す

市町村の実際の保険税率は、県
が示す標準保険税率等を参考に、
それぞれの市町村における保険
料算定方式や財政状況等をふま
えて各市町村が決定
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県からの交付金
※市国保が負担する保険給付費に充てる費用

県内市町村が必要とする保険給付費等

国民健康保険財政の仕組み（県と市町村の共同運営：平成３０年度国保制度改革）

福岡県

公費（国・県） 県内市町村からの納付金

歳出

歳入

保険給付費

公費（国・県、一般会計繰入金）
他 国民健康保険税

保健事業費等 県への納付金

＝

嘉麻市国保の被保険者

歳入

歳出

嘉麻市

約6億円約6億円約33億円

約33億円 約1.9億円 約10.4億円

赤字 約3,000万円

～令和6年度 単年度収支のイメージ～

６



【令和７年３月こども家庭庁資料から抜粋】

７

～令和8年度創設～



【嘉麻市国保：令和７年８月一括発送時の状況】
被保険者数：7,523人
・マイナ保険証利用登録者：4,975人（66％）
・資格確認書交付対象者 ：2,548人（34％）

【嘉麻市国保：令和７年８月のマイナ保険証利用率】
被保険者数：7,547人
・マイナ保険証利用登録者：5,095人（68％）
・マイナ保険証利用率 ：45.12％（6781件／15,028件）

【令和７年2月厚生労働省資料から抜粋】
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【令和6年度の嘉麻市の国民健康保険の運営に関する協議会 協議（答申）の概要】

【国民健康保険税について】

■ 令和7年度の国民健康保険税率・税額は据え置きとする。

■ 7年度は被保険者数や（県が定める）市町村標準保険料率、国の動向等を注視し、

市民生活への影響について留意した上で、税率・税額改正については十分に検討

すること。

【赤字削減・解消計画について】

■ 現在抱える累積赤字約3億4千万円を、（※）福岡県の保険料水準統一時期までに解消

しなければならないことは十分に理解するが、国民健康保険税の税率・税額の改正

を第一にするのではなく、次の具体的な取組みを行い、赤字削減・解消に努めること。

・特定健診及び保健指導の実施率の向上、充実による医療費削減

・保険者努力支援交付金の積極的な獲得

・徴収担当課との連携を密に、徴収率向上（保険税収入の増）に取組む

（※）福岡県の保険料水準統一とは・・国保制度を将来にわたって安定的で持続可能なものとする

ため県内のどの市町村に住んでいても、同じ所得水準・世帯構成であれば同じ保険料とすること
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